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新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う教育活動等の実施について（お知らせとお願い） 
  
 本校では、目下の新型コロナウイルス感染症拡大状況において、感染防止対策を講じつつ可能な限りの教育活

動を工夫して実施してきました。ご存知の通り、８月以降全国的に感染が急拡大しており、併せて児童の感染も

急増している状況にあります。滋賀県では８月８日から９月１２日までの間、「蔓延防止等重点措置」が適用さ

れ（途中延長）、さらに、８月２７日から当該期間は「緊急事態宣言」の対象地域として追加されました。学校

設置者（大津市）は午前日課の課業を決定しています。本校では、当面の感染拡大防止の強化策として、下記の

点について留意し、児童の安全、健康を最優先にした教育活動を実施していきたいと考えています。ご理解ご協

力のほど、よろしくお願いいたします。 
記 

 
１ 従来の対応に加えた感染防止対策強化に係る基本的な考え方 

・「蔓延防止等重点措置」または「緊急事態宣言」適用期間においては、これまで以上に児童の安全、健康を 
最優先に、感染拡大の可能性が高い教育活動は行わないものとします。 

・学校関係者以外の校舎内への出入りを制限するなど慎重に扱い（保護者も含みます）、また、児童、教職員 
の健康観察を徹底し、体調不良がある方の医療機関の受診や自宅等での休養を一層求めていきます。 

・必要に応じて、可能な限りのオンライン学習やリモート授業の活用も行います。 
２．教育活動について 
（１） 学校生活全般 
・家庭における健康観察、検温をしっかりと行い、無理をして登校させないようお願いします。家族の中に発

熱症状等のある場合も登校をお控えください。また、検査受検等に関わる連絡は確実にお願いします。 
・登校後の健康観察の実施と指導では、登校時に昇降口での非接触体温計の活用と児童の表情等の目視確認を

行います。教室入室前は手洗いと手指消毒を指導します。教室では健康観察をしっかりと行います。 
・マスク着用を指導します（登下校中、運動時などの熱中症の危険がある場合は感染防止に気を付けて外す）。 
・アルコール消毒液の設置場所の追加をします。教材・教具の共用品は、可能な限りの個別利用や利用制限、 
 使用前後の衛生処理に努めます。特別教室については一部使用を停止します。 
・9 月 1 日(水)～9 月 2 日(木)の下校は 11:30 です。9 月 3 日(金)～9 月 10 日(金)の下校は 13:00 です。 

（２）教育活動等 
・期間中の校外学習は実施しません。期間解除以後も慎重に判断します。 
科学館移動教室は延期。葛川自然体験学習（やまのこ）は延期の可能性があります。学年便りでお知らせします。 

・クラブ活動（13 日も中止の予定）・委員会活動、縦割り活動、児童集会活動は実施しません。 
・運動会の集団としての練習は実施しません。運動会も状況により開催の可否等を慎重に判断します。 

 ・家庭科等の調理を伴う活動は実施しません。 
 ・授業参観、保護者参集の行事は実施しません。期間解除後も慎重に判断します。 

・学校選択制に伴う学校公開は延期または個別対応とします。 
 ・給食前の手洗いは、石鹸での手洗い（流水３０秒）、手指消毒を指導します。 

※１年生も個別パーティション活用での喫食を行います。 
 ・長休みは短縮し、自席で過ごすよう指導します。そうじは教職員が放課後にします。 
 ・４年生以上のタブレット端末の家庭への持ち帰りを試行します。設定のご協力をお願いします。 

※３年生以下はタブレット端末の追加配備があれば同様に順次行います。 


